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(57)【要約】
【課題】温度特性又は経時劣化特性を持つ電子デバイス
について、試験工数を削減して試験コストの低減を実現
するも、良品又は不良品の正確な判定を可能とする。
【解決手段】基板に形成された複数の半導体チップにつ
いて、半導体チップ毎に所定温度における機能試験を行
うに際して、半導体チップ毎に電圧又は周波数の動作下
限値を決定し（機能試験に際して取得したサーチ上限値
及びサーチ下限値を用いて、詳細下限電圧サーチ及び簡
易下限電圧サーチにより複数回の演算により動作下限値
を決定する。）、決定された動作下限値を集計して分布
を算出し、算出された分布を用いて、半導体チップにつ
いて良品又は不良品の判定を行う。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電子デバイスについて、前記電子デバイス毎に第１の温度における機能試験を行
う試験装置であって、
　前記機能試験に際して、前記電子デバイス毎に電圧又は周波数の動作下限値を決定する
決定部と、
　決定された前記動作下限値を集計して分布を算出する演算部と、
　算出された前記分布を用いて、前記電子デバイスについて良品又は不良品の判定を行う
判定部と
　を含むことを特徴とする試験装置。
【請求項２】
　前記決定部は、前記機能試験に際して取得したサーチ上限値及びサーチ下限値を用いて
、複数回の演算により前記動作下限値を決定することを特徴とする請求項１に記載の試験
装置。
【請求項３】
　前記決定部は、第１の数の前記電子デバイスについて最小サーチ単位まで複数回の演算
を行って前記動作下限値を決定する第１の下限電圧サーチと、残りの前記電子デバイスに
ついて前記第１の下限電圧サーチで決定された前記動作下限値を用いて２回又は３回の演
算を行って前記動作下限値を決定する第２の下限電圧サーチとを行うことを特徴とする請
求項２に記載の試験装置。
【請求項４】
　前記決定部は、前記第２の下限電圧サーチにおいて３回の演算で前記動作下限値が決定
されない場合には、前記第１の下限電圧サーチを行うことを特徴とする請求項３に記載の
試験装置。
【請求項５】
　複数の電子デバイスについて、前記電子デバイス毎に第１の温度における機能試験を行
うに際して、前記電子デバイス毎に電圧又は周波数の動作下限値を決定する工程と、
　決定された前記動作下限値を集計して分布を算出する工程と、
　算出された前記分布を用いて、前記電子デバイスについて良品又は不良品の判定を行う
工程と
　を含むことを特徴とする試験方法。
【請求項６】
　前記動作下限値を決定する工程は、前記機能試験に際して取得したサーチ上限値及びサ
ーチ下限値を用いて、複数回の演算により前記動作下限値を決定することを特徴とする請
求項５に記載の試験方法。
【請求項７】
　前記動作下限値を決定する工程は、第１の数の前記電子デバイスについて最小サーチ単
位まで複数回の演算を行って前記動作下限値を決定する第１の下限電圧サーチと、残りの
前記電子デバイスについて前記第１の下限電圧サーチで決定された前記動作下限値を用い
て２回又は３回の演算を行って前記動作下限値を決定する第２の下限電圧サーチとを行う
ことを特徴とする請求項６に記載の試験方法。
【請求項８】
　複数の電子デバイスについて、前記電子デバイス毎に第１の温度における機能試験を行
うに際して、前記電子デバイス毎に電圧又は周波数の動作下限値を決定する手順と、
　決定された前記動作下限値を集計して分布を算出する手順と、
　算出された前記分布を用いて、前記電子デバイスについて良品又は不良品の判定を行う
手順と
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項９】
　前記動作下限値を決定する手順は、前記機能試験に際して取得したサーチ上限値及びサ
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ーチ下限値を用いて、複数回の演算により前記動作下限値を決定することを特徴とする請
求項８に記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記動作下限値を決定する手順は、第１の数の前記電子デバイスについて最小サーチ単
位まで複数回の演算を行って前記動作下限値を決定する第１の下限電圧サーチと、残りの
前記電子デバイスについて前記第１の下限電圧サーチで決定された前記動作下限値を用い
て２回又は３回の演算を行って前記動作下限値を決定する第２の下限電圧サーチとを行う
ことを特徴とする請求項９に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイスの試験装置及び方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子デバイスである半導体チップのpass／failを判定する試験の一つに、機能試験（フ
ァンクションテスト）がある。ファンクションテストでは、回路推奨の動作使用電圧で試
験パターンを半導体チップの集積回路に印加し、要求仕様を満たしているか否かで、半導
体チップ毎にpass／failの判定を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１４７０１５号公報
【特許文献２】特開平１０－１４４０９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　被試験対象である半導体チップには、デバイス保障温度が低温(例えば－４０℃等)まで
含まれるものがある。この場合には、高温(又は室温)におけるファンクションテストに加
えて、低温におけるファンクションテストも実行することを要する。温度特性又は経時劣
化特性を持つ半導体チップでは、高温ではpassと判定されるが、低温ではfailと判定され
るものがある。このような半導体チップでは、高温と併せて低温でもファンクションテス
トを行わなければ、不良品の検出をすることができない。
【０００５】
　このように、被試験対象が温度特性又は経時劣化特性を持つ半導体チップである場合に
は、複数の異なる温度でファンクションテストを行うことを必要とし、試験工数の増大や
試験コスト増を招来するという課題がある。
【０００６】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、温度特性又は経時劣化特性を持つ
電子デバイスについて、試験工数を削減して試験コストの低減を実現するも、良品又は不
良品の正確な判定を可能とする試験装置及び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　試験装置の一態様は、複数の電子デバイスについて、前記電子デバイス毎に所定温度に
おける機能試験を行う試験装置であって、前記機能試験に際して、前記電子デバイス毎に
電圧又は周波数の動作下限値を決定する決定部と、決定された前記動作下限値を集計して
分布を算出する演算部と、算出された前記分布を用いて、前記電子デバイスについて良品
又は不良品の判定を行う判定部とを含む。
【０００８】
　試験方法の一態様は、複数の電子デバイスについて、前記電子デバイス毎に所定温度に
おける機能試験を行うに際して、前記電子デバイス毎に電圧又は周波数の動作下限値を決
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定する工程と、決定された前記動作下限値を集計して分布を算出する工程と、算出された
前記分布を用いて、前記電子デバイスについて良品又は不良品の判定を行う工程とを含む
。
【０００９】
　プログラムの一態様は、複数の電子デバイスについて、前記電子デバイス毎に所定温度
における機能試験を行うに際して、前記電子デバイス毎に電圧又は周波数の動作下限値を
決定する手順と、決定された前記動作下限値を集計して分布を算出する手順と、算出され
た前記分布を用いて、前記電子デバイスについて良品又は不良品の判定を行う手順とをコ
ンピュータに実行させるためのものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、温度特性又は経時劣化特性を持つ電子デバイスについて、試験工数を
削減して試験コストの低減を実現するも、良品又は不良品の正確な判定を行うことが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態による試験システムを示すブロック図である。
【図２】第１の実施形態による試験方法をステップ順に示すフロー図である。
【図３】半導体ウェーハにおける半導体チップの試験順序を模式的に示す概略平面図であ
る。
【図４－１】第１の実施形態における詳細下限電圧サーチを含むフロー図である。
【図４－２】詳細下限電圧サーチのイメージを示す模式図である。
【図５－１】第１の実施形態における簡易下限電圧サーチを含むフロー図である。
【図５－２】簡易下限電圧サーチのイメージを示す模式図である。
【図５－３】簡易下限電圧サーチのイメージを示す模式図である。
【図５－４】簡易下限電圧サーチのイメージを示す模式図である。
【図５－５】簡易下限電圧サーチのイメージを示す模式図である。
【図５－６】簡易下限電圧サーチのイメージを示す模式図である。
【図６】取得されたshmooの一部を示す模式図である。
【図７】第１の実施形態における試験方法により奏される諸効果を説明するための特性図
である。
【図８】第２の実施形態による試験システムを示すブロック図である。
【図９】第２の実施形態による試験方法をステップ順に示すフロー図である。
【図１０】第２の実施形態における詳細下限周波数サーチを含むフロー図である。
【図１１】第２の実施形態における簡易下限周波数サーチを含むフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の諸実施形態では、電子デバイスとして半導体チップを例示し、半導体チップの試
験装置及び試験方法を開示する。
【００１３】
　（第１の実施形態）
　先ず、第１の実施形態について説明する。
　図１は、本実施形態による試験システムを示すブロック図である。図２は、本実施形態
による試験方法をステップ順に示すフロー図である。
【００１４】
　この試験システムは、図１に示すように、テスタ１、プローブ２、コンピュータ３、及
び最終判定サーバ４を備えて構成される。
　テスタ１は、試験プログラム１０に従って、半導体チップの機能試験（ファンクション
テスト）を行うものであり、ファンクションテストの際に通常試験と共に後述する下限電
圧サーチを実行する。これにより、動作下限値として動作下限電圧値が決定される。テス
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タ１は、試験プログラム１０の実行により動作下限電圧値を決定する決定部１１と、ＨＤ
Ｄ等のデータ格納部１２とを備えている。
　プローブ２は、テスタ１と接続されており、試験プログラム１０に基づいて半導体チッ
プの接続端子に接触してファンクションテストを実行する。
【００１５】
　コンピュータ３は、演算部１３及び判定部１４を備えている。
　演算部１３は、ファンクションテストの際に半導体チップ毎に決定された動作下限電圧
値を集計し、動作下限電圧値の中央値又は平均値及び動作下限電圧値の分布を算出する。
　判定部１４は、算出された分布を用いて、設定された基準により半導体チップについて
良品又は不良品の判定を行う。
【００１６】
　最終判定サーバ４は、通常試験の結果と、判定部１４による良品又は不良品の判定結果
とを合わせて、半導体ウェーハにおける良品半導体チップを決定する。
【００１７】
　以下、上記の試験システムを用いた半導体チップの試験方法について、図２を用いて説
明する。
　本実施形態では、図３に示すように、複数（例えば数百個）の半導体チップがマトリク
ス状に並んで形成されてなる半導体ウェーハを被試験対象とする。
【００１８】
　テスタ１は、試験プログラム１０に従って、通常試験及びそれと共に下限電圧サーチを
行う（ステップＳＴ１）。下限電圧サーチは、詳細下限電圧サーチ及び簡易下限電圧サー
チからなる。
　ステップＳＴ１として、詳細下限電圧サーチを含むフローを図４－１に、簡易下限電圧
サーチを含むフローを図５－１にそれぞれ示す。
【００１９】
　図４－１に示すように、図３に示す複数（例えば数百個）の半導体チップのうち、初め
の数十個（１～Ｎ番目までのＮ個とする）について、通常試験及び詳細下限電圧サーチが
実行される。
　半導体ウェーハに形成された各半導体チップについて順次に、プローブ２を接続端子に
接触して、試験プログラム１０に基づいて、高温又は常温において、通常試験を実行する
（ステップＳＴ１１）。通常試験は、試験周波数ｋ＝１（相対値）における動作使用電圧
（通常試験ポイント）により行われる。図６は、半導体デバイス評価或いはデバイス調査
時に一時的に取得される動作電圧と動作周波数との関係を表すｓｈｍｏｏ図であり、本願
発明を説明のために示すものである。
【００２０】
　ステップＳＴ１１で取得した通常試験の結果を判定する（ステップＳＴ１２）。ステッ
プＳＴ１１で試験結果がfailのときには、当該半導体チップは不良品であると判定され、
当該半導体チップの試験を終了する（ステップＳＴ１３）。試験結果がpassのときには、
ステップＳＴ２１に進む。各半導体チップについての通常試験の判定結果のデータは、デ
ータ格納部１２に格納される。
【００２１】
　図４－１のステップＳＴ２１～ＳＴ２５では、試験プログラム１０に基づいて詳細下限
電圧サーチが実行される。詳細下限電圧サーチのイメージを図４－２に示す。詳細下限電
圧サーチは、試験温度により特に顕著な差異が見られる試験周波数ｋ＝１（相対値）にお
いて行われる。
　ステップＳＴ２１では、図６のようなサーチ下限電圧（ＳＬ）及びサーチ上限電圧（Ｓ
Ｕ）を用いてＳ１（＝（ＳＬ＋ＳＵ）／２）を算出し、Ｓ１におけるpass／failを判定す
る。ＳＵは、通常試験の動作使用電圧とする。
【００２２】
　続いて、ステップＳＴ２２を実行する。ステップＳＴ２２では、Ｓ１の判定結果がpass
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である場合には、Ｓ１及びＳＬを用いてＳ２（＝（Ｓ１＋ＳＬ）／２）を算出し、Ｓ２に
おけるpass／failを判定する。Ｓ２の判定結果がfailである場合には、Ｓ１及びＳＵを用
いてＳ２（＝（Ｓ１＋ＳＵ）／２）を算出し、Ｓ２におけるpass／failを判定する。
【００２３】
　詳細下限電圧サーチは、最終回をＭ回として、Ｍ－１回との差分が最小サーチ単位（分
解能により規定される）となるまで行われ、動作下限電圧値が決定されて、終了する。図
４－１では、Ｍ回目のステップをＳＴ（Ｍ）と記す。
　一例として、Ｍ＝５の場合（更にステップＳＴ２３～ＳＴ２５を行う場合）について、
以下に示す。
【００２４】
　続いて、ステップＳＴ２３を実行する。ステップＳＴ２３では、Ｓ１及びＳ２を用いて
Ｓ３（＝（Ｓ１＋Ｓ２）／２）を算出し、Ｓ３におけるpass／failを判定する。
　続いて、ステップＳＴ２４を実行する。ステップＳＴ２４では、Ｓ２及びＳ３を用いて
Ｓ４（＝（Ｓ２＋Ｓ３）／２）を算出し、Ｓ４におけるpass／failを判定する。
　続いて、ステップＳＴ２５を実行する。ステップＳＴ２５では、Ｓ３及びＳ４を用いて
Ｓ５（＝（Ｓ３＋Ｓ４）／２）を算出し、Ｓ５におけるpass／failを判定する。
　なお、ステップＳＴ（Ｍ）では、Ｓ（Ｍ－２）及びＳ（Ｍ－１）を用いてＳ（Ｍ）（＝
（Ｓ（Ｍ－２）＋Ｓ（Ｍ－１））／２）を算出し、Ｓ（Ｍ）におけるpass／failを判定す
ることになる。
【００２５】
　具体例として、最小サーチ単位が０．０１２５Ｖであり、ＳＬが０．８Ｖ、ＳＵが１．
２Ｖである場合について説明する。このとき、実際の動作下限電圧値が０．９３７Ｖであ
るとする。
　ステップＳＴ２１では、Ｓ１＝（０．８＋１．２）／２＝１．００となり、passと判定
される。
　ステップＳＴ２２では、Ｓ２＝（１．０＋０．８）／２＝０．９０となり、failと判定
される。差分（Ｓ２－Ｓ１）は０．１Ｖとなる。
　ステップＳＴ２３では、Ｓ３＝（０．９＋１．０）／２＝０．９５となり、passと判定
される。差分（Ｓ２－Ｓ１）は０．０５Ｖとなる。
　ステップＳＴ２４では、Ｓ４＝（０．９５＋０．９）／２＝０．９２５となり、failと
判定される。差分（Ｓ３－Ｓ２）は０．０２５Ｖとなる。
　ステップＳＴ２５では、Ｓ５＝（０．９２５＋０．９５）／２＝０．９３７５となり、
passと判定される。差分（Ｓ３－Ｓ２）は０．０１２５Ｖとなる。差分が最小サーチ単位
に達したことから、動作下限電圧値は、ステップＳＴ２５において０．９３７５Ｖと決定
される。
【００２６】
　詳細下限電圧サーチでは、初めの１～Ｎ番目までの半導体チップの各々について、ステ
ップＳＴ１１～ＳＴ１３及びＳＴ２１～ＳＴ（Ｍ）を順次行い、ステップＳＴ１４におい
て、半導体チップ毎の動作下限電圧値を決定する。以下、動作下限電圧値をＶminと記載
する。Ｖminのデータはデータ格納部１２に格納される。
【００２７】
　詳細下限電圧サーチの後、その他の試験を行い（ステップＳＴ１５）、図５－１に示す
ように、演算部１３は、初めの１～Ｎ番目までの半導体チップについて詳細下限電圧サー
チで決定された各Ｖminの中央値又は平均値を算出する（ステップＳＴ３１）。この中央
値又は平均値をＳＡとする。１～Ｎ番目までのＮ個の半導体チップのうち、所定の半導体
チップが他の半導体チップに比べてＶminが比較的大きく外れた値となることが想定され
るため、ＳＡは中央値を採用することが望ましい。
【００２８】
　詳細下限電圧サーチの対象となった半導体チップ以外の残りの（（Ｎ＋１）番目～最後
までの）半導体チップについて、通常試験及び簡易下限電圧サーチが実行される。
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　半導体ウェーハに形成された各半導体チップについて順次に、プローブ２を接続端子に
接触して、試験プログラム１０に基づいて通常試験を実行する（ステップＳＴ１１）。通
常試験は、高温又は常温において、試験周波数ｋ＝１（相対値）における動作使用電圧に
より行われる。
【００２９】
　ステップＳＴ１１で取得した通常試験の結果を判定する（ステップＳＴ１２）。ステッ
プＳＴ１１で試験結果がfailのときには、当該半導体チップは不良品であると判定され、
当該半導体チップの試験を終了する（ステップＳＴ１３）。試験結果がpassのときには、
ステップＳＴ４１に進む。各半導体チップについての通常試験の判定結果のデータは、デ
ータ格納部１２に格納される。
【００３０】
　図５－１のステップＳＴ４１～ＳＴ（Ｍ）により、試験プログラム１０に基づいて簡易
下限電圧サーチが実行される。詳細下限電圧サーチのイメージを図５－２～図５－６に示
す。簡易下限電圧サーチは、試験温度により特に顕著な差異が見られる試験周波数ｋ＝１
（相対値）において行われる。
　図５－２に示すように、ステップＳＴ４１では、Ｓ１＝ＳＡにおけるpass／failを判定
する。
　ステップＳＴ４１においてＳ１の判定結果がfailである場合には、ステップＳＴ４２に
進む。ステップＳＴ４２では、ＳＡ及びＳＵを用いてＳ２（＝（ＳＡ＋ＳＵ）／２）を算
出し、Ｓ２におけるpass／failを判定する。Ｓ２の判定結果がpassである場合には、Ｓ２
がＶminと決定されて、簡易下限電圧サーチを終了する。この場合をケース（１）とする
。
【００３１】
　図５－３に示すように、ステップＳＴ４１においてＳ１の判定結果がpassである場合に
は、ステップＳＴ４３に進む。ステップＳＴ４３では、ＳＡ及びＳＬを用いてＳ３（＝（
ＳＡ＋ＳＬ）／２）を算出し、Ｓ３におけるpass／failを判定する。Ｓ３の判定結果がfa
ilである場合には、Ｓ１（＝ＳＡ）がＶminと決定されて、簡易下限電圧サーチを終了す
る。この場合をケース（２）とする。
【００３２】
　図５－４に示すように、ステップＳＴ４３においてＳ３の判定結果がpassである場合に
は、ステップＳＴ４４に進む。ステップＳＴ４４では、Ｓ３及びＳＬを用いてＳ４（＝（
Ｓ３＋ＳＬ）／２）を算出し、Ｓ４におけるpass／failを判定する。Ｓ４の判定結果がfa
ilである場合には、Ｓ３がＶminと決定されて、簡易下限電圧サーチを終了する。この場
合をケース（３）とする。
【００３３】
　図５－５に示すように、ステップＳＴ４２においてＳ２の判定結果がfailである場合に
は、簡易下限電圧サーチを終了する。この場合をケース（４）とする。その後、当該半導
体チップについては、上記した詳細下限電圧サーチが実行され、Ｖminが決定される。
【００３４】
　図５－６に示すように、ステップＳＴ４４においてＳ４の判定結果がpassである場合に
は、簡易下限電圧サーチを終了する。この場合をケース（５）とする。その後、当該半導
体チップについては、上記した詳細下限電圧サーチが実行され、Ｖminが決定される。
【００３５】
　簡易下限電圧サーチでは、ケース（１），（２）のときには２回のサーチでＶminが決
定される。ケース（３）の場合には３回のサーチでＶminが決定される。このように、ケ
ース（１）～（３）であれば、サーチに要する試験工数が削減され、試験時間の増大を抑
えて試験コストの低減が実現する。一方、ケース（４），（５）の場合には詳細下限電圧
サーチを要する。しかしながら後述するように、Ｖminが決定される半導体チップの殆ど
（９８％以上）がケース（１）～（３）に該当することが確認されている。即ち、簡易下
限電圧サーチを行う殆どの半導体チップがケース（１）～（３）に該当し（９８％以上）
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、ケース（４），（５）の場合は極稀である（２％以下）。従って、詳細下限電圧サーチ
と共に簡易下限電圧サーチを採用することにより、試験工数が削減され、試験時間の短縮
及び試験コストの低減が実現する。
【００３６】
　以上のようにして、半導体ウェーハに形成された複数の半導体チップの全てについて、
ステップＳＴ１が終了する。詳細下限電圧サーチ及び簡易下限電圧サーチで取得された各
半導体チップのＶminのデータは、データ格納部１２に格納される。その後、ステップＳ
Ｔ２に進む。
【００３７】
　ステップＳＴ２では、演算部１３は、データ格納部１２に格納されている各半導体チッ
プのＶminのデータを集計し、Ｖminの中央値又は平均値及びＶminの分布（例えば６σ）
を算出する。その後、ステップＳＴ３に進む。
【００３８】
　ステップＳＴ３では、判定部１４は、算出されたＶmin分布を用いて、半導体ウェーハ
に形成された複数の半導体チップのうち、ステップＳＴ１２で不良品であると判定された
ものを除く全てについて、良品又は不良品の判定を行う。当該半導体チップのＶminが設
定された基準を満たしていれば、当該半導体チップは良品と判定される。設定された基準
を満たしていない場合には、動作下限電圧異常の半導体チップであり、不良品と判定され
る。
【００３９】
　データ格納部１２に格納されているステップＳＴ１２による通常試験の判定結果のデー
タと、ステップＳＴ３によるＶminに関する判定結果のデータとが、最終判定サーバ４に
入力される。最終判定サーバ４は、双方の判定結果のデータを総合して、半導体ウェーハ
に形成された複数の半導体チップのうちの最終的な良品を決定する。
【００４０】
　以下、本実施形態による試験方法により奏される諸効果について調べた結果について説
明する。
【００４１】
　簡易下限電圧サーチにおけるケース（１）～（５）の発生頻度について調べた。その結
果を図７（ａ）に示す。図７（ａ）は、ロジック回路の半導体チップについて、高温（例
えば８５℃）において簡易下限電圧サーチで取得した半導体チップ毎のＶminのヒストグ
ラムである。ここでは、Ｖminの分布に対して統計処理を施し、分布から外れた（例えば
６σ以上）半導体チップは、低温不良として判定した。図７（ａ）のように、動作下限電
圧値が決定される半導体チップの殆ど（９８％以上）がケース（１）～（３）に該当する
ことが確認された。
【００４２】
　図７（ａ）で取得した高温におけるＶminと共に、低温（例えば－１０℃）でも同様に
Ｖminを取得し、両者のＶminの関係について調べた。その結果を図７（ｂ）に示す。図７
（ｂ）では、高温における良品／不良品判定の基準を実線で、低温における良品／不良品
判定の基準を破線で示す。図７（ｂ）のように、図７（ａ）で低温不良となると判定され
た半導体チップは、低温の試験においても不良品として検出されることが確認された。
【００４３】
　以上より、本実施形態によれば、詳細下限電圧サーチと共に簡易下限電圧サーチを採用
することにより、試験工数が削減され、試験時間の短縮及び試験コストの低減が実現する
も、半導体チップの良品／不良品の正確な判定を行うことができる。
【００４４】
　本実施形態は、動作周波数を固定して動作下限電圧値を決定するものであって、例えば
、ＲＡＭの低電圧試験やロジック回路のスキャンチェーン試験等に適用することにより、
高い不良品検出精度を得ることができる。
【００４５】
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　（第２の実施形態）
　続いて、第２の実施形態について説明する。
　図８は、本実施形態による判定装置を含む試験システムを示すブロック図である。図８
では、図１と同じ構成要素については同符号を付す。図９は、本実施形態による試験方法
をステップ順に示すフロー図である。
【００４６】
　この試験システムは、第１の実施形態における図１と同様に、テスタ１、プローブ２、
コンピュータ３、及び最終判定サーバ４を備えて構成される。
　テスタ１は、試験プログラム２０に従って、半導体チップのファンクションテストを行
うものであり、ファンクションテストの際に通常試験と共に後述する下限周波数サーチを
実行する。これにより、動作下限値として動作下限周波数が決定される。テスタ１は、試
験プログラム２０の実行により動作下限周波数を決定する決定部１１と、ＨＤＤ等のデー
タ格納部１２とを備えている。
　プローブ２は、テスタ１と接続されており、試験プログラム２０に基づいて半導体チッ
プの接続端子に接触してファンクションテストを実行する。
【００４７】
　コンピュータ３は、演算部１３及び判定部１４を備えている。
　演算部１３は、ファンクションテストの際に半導体チップ毎に決定された動作下限周波
数を集計し、動作下限周波数の中央値又は平均値及び動作下限周波数の分布を算出する。
　判定部１４は、算出された分布を用いて、設定された基準により半導体チップについて
良品又は不良品の判定を行う。
【００４８】
　最終判定サーバ４は、通常試験の結果と、判定部１４による良品又は不良品の判定結果
とを合わせて、半導体ウェーハにおける良品半導体チップを決定する。
【００４９】
　以下、上記の試験システムを用いた半導体チップの試験方法について、図９を用いて説
明する。
　本実施形態では、第１の実施形態と同様に、複数（例えば数百個）の半導体チップがマ
トリクス状に並んで形成されてなる半導体ウェーハを被試験対象とする。
【００５０】
　テスタ１は、試験プログラム１０に従って、通常試験及びそれと共に下限周波数サーチ
を行う（ステップＳＴ１）。下限周波数サーチは、詳細下限周波数サーチ及び簡易周波数
サーチからなる。
　ステップＳＴ１として、詳細下限周波数サーチを含むフローを図１０に、簡易下限周波
数サーチを含むフローを図１１にそれぞれ示す。
【００５１】
　図１０に示すように、複数（例えば数百個）の半導体チップのうち、初めの数十個（１
～Ｎ番目までのＮ個とする）について、通常試験及び詳細下限周波数サーチが実行される
。
　半導体ウェーハに形成された各半導体チップについて順次に、プローブ２を接続端子に
接触して、試験プログラム２０に基づいて通常試験を実行する（ステップＳＴ１１）。通
常試験は、高温又は常温において、例えば試験電圧ｖ＝１．０８Ｖにおける動作使用周波
数により行われる。
【００５２】
　ステップＳＴ１１で取得した通常試験の結果を判定する（ステップＳＴ１２）。ステッ
プＳＴ１１で試験結果がfailのときには、当該半導体チップは不良品であると判定され、
当該半導体チップの試験を終了する（ステップＳＴ１３）。試験結果がpassのときには、
ステップＳＴ２１に進む。各半導体チップについての通常試験の判定結果のデータは、デ
ータ格納部１２に格納される。
【００５３】
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　図１０のステップＳＴ２１～ＳＴ２５では、試験プログラム２０に基づいて詳細下限周
波数サーチが実行される。詳細下限周波数サーチのイメージは、第１の実施形態の図４－
２と同様である。詳細下限周波数サーチは、試験温度により特に顕著な差異が見られる例
えば試験電圧ｖ＝１．０８Ｖにおいて行われる。
　ステップＳＴ２１では、サーチ下限周波数（ＳＬ）及びサーチ上限周波数（ＳＵ）を用
いてＳ１（＝（ＳＬ＋ＳＵ）／２）を算出し、Ｓ１におけるpass／failを判定する。ＳＵ
は、通常試験の動作使用周波数とする。
【００５４】
　続いて、ステップＳＴ２２を実行する。ステップＳＴ２２では、Ｓ１の判定結果がpass
である場合には、Ｓ１及びＳＬを用いてＳ２（＝（Ｓ１＋ＳＬ）／２）を算出し、Ｓ２に
おけるpass／failを判定する。Ｓ２の判定結果がfailである場合には、Ｓ１及びＳＵを用
いてＳ２（＝（Ｓ１＋ＳＵ）／２）を算出し、Ｓ２におけるpass／failを判定する。
【００５５】
　詳細下限周波数サーチは、最終回をＭ回として、Ｍ－１回との差分が最小サーチ単位（
分解能により規定される）となるまで行われ、動作下限周波数が決定されて、終了する。
図１１では、Ｍ回目のステップをＳＴ（Ｍ）と記す。
　一例として、Ｍ＝５の場合（更にステップＳＴ２３～ＳＴ２５を行う場合）について、
以下に示す。
【００５６】
　続いて、ステップＳＴ２３を実行する。ステップＳＴ２３では、Ｓ１及びＳ２を用いて
Ｓ３（＝（Ｓ１＋Ｓ２）／２）を算出し、Ｓ３におけるpass／failを判定する。
　続いて、ステップＳＴ２４を実行する。ステップＳＴ２４では、Ｓ２及びＳ３を用いて
Ｓ４（＝（Ｓ２＋Ｓ３）／２）を算出し、Ｓ４におけるpass／failを判定する。
　続いて、ステップＳＴ２５を実行する。ステップＳＴ２５では、Ｓ３及びＳ４を用いて
Ｓ５（＝（Ｓ３＋Ｓ４）／２）を算出し、Ｓ５におけるpass／failを判定する。
　なお、ステップＳＴ（Ｍ）では、Ｓ（Ｍ－２）及びＳ（Ｍ－１）を用いてＳ（Ｍ）（＝
（Ｓ（Ｍ－２）＋Ｓ（Ｍ－１））／２）を算出し、Ｓ（Ｍ）におけるpass／failを判定す
ることになる。
【００５７】
　詳細下限周波数サーチでは、初めの１～Ｎ番目までの半導体チップの各々について、ス
テップＳＴ１１～ＳＴ１３及びＳＴ２１～ＳＴ（Ｍ）を順次行い、ステップＳＴ１４にお
いて、半導体チップ毎の動作下限周波数を決定する。以下、動作下限周波数をＫminと記
載する。Ｋminのデータはデータ格納部１２に格納される。
【００５８】
　詳細下限周波数サーチの後、その他の試験を行い（ステップＳＴ１５）、図１１に示す
ように、演算部１３は、初めの１～Ｎ番目までの半導体チップについて詳細下限周波数サ
ーチで決定された各Ｋminの中央値又は平均値を算出する（ステップＳＴ３１）。この中
央値又は平均値をＳＡとする。１～Ｎ番目までのＮ個の半導体チップのうち、所定の半導
体チップが他の半導体チップに比べてＫminが比較的大きく外れた値となることが想定さ
れるため、ＳＡは中央値を採用することが望ましい。
【００５９】
　詳細下限電圧サーチの対象となった半導体チップ以外の残りの（（Ｎ＋１）番目～最後
までの）半導体チップについて、通常試験及び簡易下限周波数サーチが実行される。
　半導体ウェーハに形成された各半導体チップについて順次に、プローブ２を接続端子に
接触して、試験プログラム２０に基づいて通常試験を実行する（ステップＳＴ１１）。通
常試験は、高温又は常温において、例えば試験電圧ｖ＝１．０８Ｖにおける動作使用周波
数により行われる。
【００６０】
　ステップＳＴ１１で取得した通常試験の結果を判定する（ステップＳＴ１２）。ステッ
プＳＴ１１で試験結果がfailのときには、当該半導体チップは不良品であると判定され、
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当該半導体チップの試験を終了する（ステップＳＴ１３）。試験結果がpassのときには、
ステップＳＴ４１に進む。各半導体チップについての通常試験の判定結果のデータは、デ
ータ格納部１２に格納される。
【００６１】
　図１１のステップＳＴ４１～ＳＴ（Ｍ）により、試験プログラム２０に基づいて簡易下
限周波数サーチが実行される。詳細下限周波数サーチのイメージは、第１の実施形態の図
５－２～図５－６と同様である。簡易下限周波数サーチは、試験温度により特に顕著な差
異が見られる例えば試験電圧ｖ＝１．０８Ｖにおいて行われる。
【００６２】
　図５－２と同様に、ステップＳＴ４１では、Ｓ１＝ＳＡにおけるpass／failを判定する
。
　ステップＳＴ４１においてＳ１の判定結果がfailである場合には、ステップＳＴ４２に
進む。ステップＳＴ４２では、ＳＡ及びＳＵを用いてＳ２（＝（ＳＡ＋ＳＵ）／２）を算
出し、Ｓ２におけるpass／failを判定する。Ｓ２の判定結果がpassである場合には、Ｓ２
がＫminと決定されて、簡易下限周波数サーチを終了する。この場合をケース（１）とす
る。
【００６３】
　図５－３と同様に、ステップＳＴ４１においてＳ１の判定結果がpassである場合には、
ステップＳＴ４３に進む。ステップＳＴ４３では、ＳＡ及びＳＬを用いてＳ３（＝（ＳＡ
＋ＳＬ）／２）を算出し、Ｓ３におけるpass／failを判定する。Ｓ３の判定結果がfailで
ある場合には、Ｓ１（＝ＳＡ）がＫminと決定されて、簡易下限周波数サーチを終了する
。この場合をケース（２）とする。
【００６４】
　図５－４と同様に、ステップＳＴ４３においてＳ３の判定結果がpassである場合には、
ステップＳＴ４４に進む。ステップＳＴ４４では、Ｓ３及びＳＬを用いてＳ４（＝（Ｓ３
＋ＳＬ）／２）を算出し、Ｓ４におけるpass／failを判定する。Ｓ４の判定結果がfailで
ある場合には、Ｓ３がＫminと決定されて、簡易下限周波数サーチを終了する。この場合
をケース（３）とする。
【００６５】
　図５－５と同様に、ステップＳＴ４２においてＳ２の判定結果がfailである場合には、
簡易下限周波数サーチを終了する。この場合をケース（４）とする。その後、当該半導体
チップについては、上記した詳細下限周波数サーチが実行され、Ｋminが決定される。
【００６６】
　図５－６と同様に、ステップＳＴ４４においてＳ４の判定結果がpassである場合には、
簡易下限周波数サーチを終了する。この場合をケース（５）とする。その後、当該半導体
チップについては、上記した詳細下限周波数サーチが実行され、Ｋminが決定される。
【００６７】
　簡易下限周波数サーチでは、ケース（１），（２）のときには２回のサーチでＫminが
決定される。ケース（３）の場合には３回のサーチでＫminが決定される。このように、
ケース（１）～（３）であれば、サーチに要する試験工数が削減され、試験時間の増大を
抑えて試験コストの低減が実現する。一方、ケース（４），（５）の場合には詳細下限周
波数サーチを要する。しかしながら、Ｖminが決定される半導体チップの殆ど（９８％以
上）がケース（１）～（３）に該当することが確認されている。即ち、簡易下限周波数サ
ーチを行う殆どの半導体チップがケース（１）～（３）に該当し（９８％以上）、ケース
（４），（５）の場合は極稀である（２％以下）。従って、詳細下限周波数サーチと共に
簡易下限周波数サーチを採用することにより、試験工数が削減され、試験時間の短縮及び
試験コストの低減が実現する。
【００６８】
　以上のようにして、半導体ウェーハに形成された複数の半導体チップの全てについて、
ステップＳＴ１が終了する。詳細下限周波数サーチ及び簡易下限周波数サーチで取得され
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た各半導体チップのＫminのデータは、データ格納部１２に格納される。その後、ステッ
プＳＴ２に進む。
【００６９】
　ステップＳＴ２では、演算部１３は、データ格納部１２に格納されている各半導体チッ
プのＫminのデータを集計し、Ｋminの中央値又は平均値及びＫminの分布（例えば６σ）
を算出する。その後、ステップＳＴ３に進む。
【００７０】
　ステップＳＴ３では、判定部１４は、算出されたＫmin分布を用いて、半導体ウェーハ
に形成された複数の半導体チップのうち、ステップＳＴ１２で不良品であると判定された
ものを除く全てについて、良品又は不良品の判定を行う。当該半導体チップのＫminが設
定された基準を満たしていれば、当該半導体チップは良品と判定される。設定された基準
を満たしていない場合には、動作下限周波数異常の半導体チップであり、不良品と判定さ
れる。
【００７１】
　データ格納部１２に格納されているステップＳＴ１２による通常試験の判定結果のデー
タと、ステップＳＴ３によるＫminに関する判定結果のデータとが、最終判定サーバ４に
入力される。最終判定サーバ４は、双方の判定結果のデータを総合して、半導体ウェーハ
に形成された複数の半導体チップのうちの最終的な良品を決定する。
【００７２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、詳細下限周波数サーチと共に簡易下限周波
数サーチを採用することにより、試験工数が削減され、試験時間の短縮及び試験コストの
低減が実現するも、半導体チップの良品／不良品の正確な判定を行うことができる。
【００７３】
　本実施形態は、動作電圧を固定して動作下限周波数を決定するものであって、例えば、
ロジック回路の動作速度を確認する試験等に適用することにより、高い不良品検出精度を
得ることができる。
【００７４】
　（その他の実施形態）
　上述した第１及び第２の実施形態による試験システムにおける所定の各構成要素（図１
及び図８の決定部１１、演算部１３及び判定部１４等）の機能は、図１の試験プログラム
１０又は図８の試験プログラム２０と共に、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭ等に記憶され
たプログラムが動作することによって実現できる。同様に、試験方法の各ステップ（図１
１及び図９のステップＳＴ１～ＳＴ３、図４－１及び図１０のステップＳＴ１１～ＳＴ１
５、図５－１及び図１１のステップＳＴ３１～ＳＴ４４等）は、試験プログラム１０，２
０と共に、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭ等に記憶されたプログラムが動作することによ
って実現できる。試験プログラム１０，２０及びこのプログラム、並びにこれらのプログ
ラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は本実施形態に含まれる。
【００７５】
　具体的に、上記のプログラムは、例えばＣＤ－ＲＯＭのような記録媒体に記録し、或い
は各種伝送媒体を介し、コンピュータに提供される。上記のプログラムを記録する記録媒
体としては、ＣＤ－ＲＯＭ以外に、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ
、光磁気ディスク、不揮発性メモリカード等を用いることができる。他方、前記プログラ
ムの伝送媒体としては、プログラム情報を搬送波として伝搬させて供給するためのコンピ
ュータネットワークシステムにおける通信媒体を用いることができる。ここで、コンピュ
ータネットワークとは、ＬＡＮ、インターネットの等のＷＡＮ、無線通信ネットワーク等
であり、通信媒体とは、光ファイバ等の有線回線や無線回線等である。
【００７６】
　また、本実施形態に含まれるプログラムとしては、供給されたプログラムをコンピュー
タが実行することにより第１及び第２の実施形態の機能が実現されるようなもののみでは
ない。例えば、そのプログラムがコンピュータにおいて稼働しているＯＳ（オペレーティ
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ングシステム）或いは他のアプリケーションソフト等と共同して第１及び第２の実施形態
の機能が実現される場合にも、かかるプログラムは本実施形態に含まれる。また、供給さ
れたプログラムの処理の全て或いは一部がコンピュータの機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットにより行われて第１及び第２の実施形態の機能が実現される場合にも、かかるプログ
ラムは本実施形態に含まれる。
【００７７】
　以下、試験装置及び試験方法の諸態様を付記としてまとめて記載する。
【００７８】
　（付記１）複数の電子デバイスについて、前記電子デバイス毎に第１の温度における機
能試験を行う試験装置であって、
　前記機能試験に際して、前記電子デバイス毎に電圧又は周波数の動作下限値を決定する
決定部と、
　決定された前記動作下限値を集計して分布を算出する演算部と、
　算出された前記分布を用いて、前記電子デバイスについて良品又は不良品の判定を行う
判定部と
　を含むことを特徴とする試験装置。
【００７９】
　（付記２）前記決定部は、前記機能試験に際して取得したサーチ上限値及びサーチ下限
値を用いて、複数回の演算により前記動作下限値を決定することを特徴とする付記１に記
載の試験装置。
【００８０】
　（付記３）前記決定部は、第１の数の前記電子デバイスについて最小サーチ単位まで複
数回の演算を行って前記動作下限値を決定する第１の下限電圧サーチと、残りの前記電子
デバイスについて前記第１の下限電圧サーチで決定された前記動作下限値を用いて２回又
は３回の演算を行って前記動作下限値を決定する第２の下限電圧サーチとを行うことを特
徴とする付記２に記載の試験装置。
【００８１】
　（付記４）前記決定部は、前記第２の下限電圧サーチにおいて３回の演算で前記動作下
限値が決定されない場合には、前記第１の下限電圧サーチを行うことを特徴とする付記３
に記載の試験装置。
【００８２】
　（付記５）複数の電子デバイスについて、前記電子デバイス毎に第１の温度における機
能試験を行うに際して、前記電子デバイス毎に電圧又は周波数の動作下限値を決定する工
程と、
　決定された前記動作下限値を集計して分布を算出する工程と、
　算出された前記分布を用いて、前記電子デバイスについて良品又は不良品の判定を行う
工程と
　を含むことを特徴とする試験方法。
【００８３】
　（付記６）前記動作下限値を決定する工程は、前記機能試験に際して取得したサーチ上
限値及びサーチ下限値を用いて、複数回の演算により前記動作下限値を決定することを特
徴とする付記５に記載の試験方法。
【００８４】
　（付記７）前記動作下限値を決定する工程は、第１の数の前記電子デバイスについて最
小サーチ単位まで複数回の演算を行って前記動作下限値を決定する第１の下限電圧サーチ
と、残りの前記電子デバイスについて前記第１の下限電圧サーチで決定された前記動作下
限値を用いて２回又は３回の演算を行って前記動作下限値を決定する第２の下限電圧サー
チとを行うことを特徴とする付記６に記載の試験方法。
【００８５】
　（付記８）前記動作下限値を決定する工程は、前記第２の下限電圧サーチにおいて３回
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を特徴とする付記７に記載の試験方法。
【００８６】
　（付記９）複数の電子デバイスについて、前記電子デバイス毎に第１の温度における機
能試験を行うに際して、前記電子デバイス毎に電圧又は周波数の動作下限値を決定する手
順と、
　決定された前記動作下限値を集計して分布を算出する手順と、
　算出された前記分布を用いて、前記電子デバイスについて良品又は不良品の判定を行う
手順と
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【００８７】
　（付記１０）前記動作下限値を決定する手順は、前記機能試験に際して取得したサーチ
上限値及びサーチ下限値を用いて、複数回の演算により前記動作下限値を決定することを
特徴とする付記９に記載のプログラム。
【００８８】
　（付記１１）前記動作下限値を決定する手順は、第１の数の前記電子デバイスについて
最小サーチ単位まで複数回の演算を行って前記動作下限値を決定する第１の下限電圧サー
チと、残りの前記電子デバイスについて前記第１の下限電圧サーチで決定された前記動作
下限値を用いて２回又は３回の演算を行って前記動作下限値を決定する第２の下限電圧サ
ーチとを行うことを特徴とする付記１０に記載のプログラム。
【００８９】
　（付記１２）前記動作下限値を決定する手順は、前記第２の下限電圧サーチにおいて３
回の演算で前記動作下限値が決定されない場合には、前記第１の下限電圧サーチを行うこ
とを特徴とする付記１１に記載のプログラム。
【符号の説明】
【００９０】
１　テスタ
２　プローブ
３　コンピュータ
４　最終判定サーバ
１０，２０　試験プログラム
１１　決定部
１２　データ格納部
１３　演算部
１４　判定部
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